
令和３年度100万円以上随意契約締結状況
8 月分

番
号

物品等又は役務の名称及
び数量

随意契約担当部課
の名称及び所在地

随意契約を締結した日
随意契約相手方の氏名

及び住所
随意契約に係る

契約金額
随意契約によることとした理由

その他必要
な事項（備

考）

1

愛知県赤十字血液セン
ター則武新町出張所にお
けるデジタルサイネージ
設置工事（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月3日
株式会社船場
東京都港区芝浦一丁目
２番３号

¥13,288,000

当該機器については、ルーム新設に係るコ
ンセプトに沿った仕様となっているため、
内装設計施工業者である契約業者で施工す
ることが最適であると思料されるため、契
約の性質が競争を許さない場合に該当する
ため。（日本赤十字社会計規則第36条第４
項）

2

岐阜県赤十字血液セン
ターにおけるフロン
(HCFC-22）対応設備の更
新（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月3日
安田株式会社
岐阜県岐阜市鶴田町３
丁目24番地

¥16,500,000

契約業者は、当該設備の設置業者であり、
点検保守を委託していることから、施設・
設備の構造を熟知し、安全及び迅速に設備
修繕を実施することができ、また当該更新
機器以外の空調設備の取り合いもあるた
め。（日本赤十字社会計規則第36条第４
項）

3
富山県赤十字血液セン
ターにおける業務用無線
設備の更新（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月6日
株式会社ほくつう
富山県富山市綾田町１
丁目７番23号

¥2,376,000

契約業者は日本赤十字社富山県支部の無線
整備保守業者であり、有事の際に支部との
円滑な無線連絡を行うにあたり無線のシス
テム設定を統一しなければならず、当該設
定を行うことは他業者では困難であること
から、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（日本赤十字社会
計規則第36条４項）

4

東海北陸ブロック血液セ
ンター及び愛知県赤十字
血液センターにおける排
水処理施設に係る機器修
繕工事（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月10日
株式会社トーブ
愛知県名古屋市西区あ
し原町86番地

¥3,339,600

契約業者は、当該施設の施工及び保守点検
業者であることから、設備の構造を熟知し
ており迅速安全に施工できるため。（日本
赤十字社会計規則第36条第４項）

5

愛知県赤十字血液セン
ター名古屋駅前出張所に
おける照明器具更新工事
（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月12日
大成建設名古屋支店
愛知県名古屋市中村区
名駅一丁目１番４号

¥14,069,000

契約業者は当該物件の指定業者であり、契
約の性質が競争を許さない場合に該当する
ため。（日本赤十字社会計規則第36条第４
項）

6
岐阜県赤十字血液セン
ターにおける業務用無線
設備の更新（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月18日

中部電子システム株式
会社
愛知県名古屋市昭和区
福江３丁目３番５号

¥3,115,200

契約業者は日本赤十字社岐阜県支部の無線
整備保守業者であり、有事の際に支部との
円滑な無線連絡を行うにあたり無線のシス
テム設定を統一しなければならず、当該設
定を行うことは他業者では困難であること
から、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合に該当するため。（日本赤十字社会
計規則第36条４項）
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7

愛知県赤十字血液セン
ターにおける血液事業情
報システム用会場バッグ
の更新（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月27日
株式会社山菊
愛知県名古屋市千種区
千種３丁目33番11号

¥1,498,000
予定価格が160万円をこえない財産の買い
入れであるため。（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第2項）

8

愛知県赤十字血液セン
ターにおけるプレハブ冷
凍ユニット制御盤の更新
工事（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月27日
株式会社八神製作所
愛知県名古屋市中区千
代田二丁目16番30号

¥13,992,000

契約業者は、当該設備の設置業者であり、
点検保守を委託していることから、施設・
設備の構造を熟知し、安全及び迅速に設備
修繕を実施することができ、また既存設備
との取り合いもあるため。（日本赤十字社
会計規則第36条第４項）

9

東海北陸ブロック内該当
赤十字血液センターにお
ける献血者呼び出しシス
テムの調達（１式）

総務部経理課（瀬
戸市南山口町539-
5）

令和3年8月30日

日本テクニカル・サー
ビス株式会社
東京都世田谷区池尻３
丁目10番３号

¥22,767,800

仕様を満たす機器の販売及び納入が可能で
あるのは、契約業者のみであることから、
契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため。（日本赤十字社会計規則
第36条第４項）


